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Ⅰ．は じ め に

新型コロナウイルス感染症（以下，コロナウイルス）
の影響により，人々の日常生活は一転した。未知のウ
イルスの不安の中で，長期間の外出自粛，学校等の休
業，在宅勤務，経済不安等により，保護者のストレス
が高まり，児童虐待の危険性も増すことが懸念された。
本稿では，この急激な変化と制限状況における支援を
必要とする子どもたちの﹁見守り﹂について，子ども
に関わる現場での実践をとおして考えてみたい。

Ⅱ．子どもを守る地域ネットワーク：要保護児童対策
地域協議会

はじめに，地域で支援が必要な子どもたちを見守る
システムについて概説する。児童相談所が対応した児
童虐待相談件数が増え続ける中，2004年の児童福祉法
改正によって市町村が子どもに関する相談の第一義的
な窓口となり，児童相談所は市町村の後方支援を担う
ことになり，専門的な相談に対応する機関となった。
虐待の通告・相談窓口は児童相談所と市町村であり，
対象の子どもの安全確認や，必要な場合には支援や見
守りが開始される。児童虐待というと，子どもの家庭
からの分離が話題となるが，子どもが施設や里親に措
置されるケースは通告・相談を受けたうちの３％程度
に過ぎない。そのため，地域で支援を要する子どもを
見守るネットワークとして要保護児童対策地域協議会

（以下，要対協）が同じく2004年に児童福祉法第25条
の２で規定された。これは虐待を受けている子どもや

支援を必要としている家庭を早期に発見し，適切な保
護や支援を図るために，市町村，児童相談所，学校，
保育所（園），保健機関，病院，警察，民間団体等子
どもに関わる関係機関により，子どもや保護者に関す
る情報の交換や支援内容の協議を行う場であり，現在
では，ほぼ100％の市町村に設置されている。要対協
には守秘義務が課せられているため，機関の壁を越え
て子ども等に関する情報を共有することができる。

要対協の対象となるのは，①要保護児童（保護者の
ない児童または保護者に監護させることが不適当であ
ると認められる児童）およびその保護者，②要支援児
童（保護者の養育を支援することが特に必要と認めら
れる児童）およびその保護者，③特定妊婦（出産後の
養育について出産前において支援を行うことが特に必
要と認められる妊婦）である。要対協は構成機関の代
表からなる代表者会議，実務にあたる者からなる実務
者会議，そのケースに関わる担当者が集まる個別ケー
ス検討会議の３層構造となっており，要対協の調整機
関は，要対協を構成する各関係機関からの対象児童等
に関する情報を収集・管理し，実務者会議において，
個々のケースの支援状況やリスクの確認，支援方針の
見直し等を行っている。支援対象である子ども等のう
ち，学校等に通っている子どもは所属機関により登校・
登園等の状況把握と﹁見守り﹂を行っている。特に市
町村と児童相談所は常に連携を取り合うことが求めら
れている。リスクの程度によって，市町村と児童相談
所で役割分担を行っている。市町村の担当家庭であっ
ても，リスクが高くなり，児童相談所が介入し，一時
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保護に至った場合等は児童相談所に分担が変更とな
る。
図１は市町村を中心に子どもへの支援体制について

のイメージ図である。市町村と児童相談所の関係，市
町村に設置されている子育て世代包括支援センターと
市町村子ども家庭支援拠点という子ども支援を総合的
に提供する機関，要対協との関係について説明されて
いる。

Ⅲ．子どもの見守り強化アクションプラン

コロナウイルスによる学校等の休業，保育所（園）
の登園自粛や臨時休園となる中で，これまで行ってき
た支援を必要とする子どもの見守りが困難となった。
これに対し，文部科学省より４月21日に小中高等学校
に対して，23日には幼稚園等に対して，﹁要対協に登
録されている児童生徒に関しては在宅時間が大幅に増
加することに伴う児童虐待のリスクも踏まえ，電話等
で定期的に児童生徒の状況を把握すること（概ね週１
回以上）﹂という通知が出された。また厚生労働省か
らは，24日に保育所（園），認定こども園の登園自粛，
臨時休業中の対応について地方自治体に通知が出され
た。この中で，保育所（園）等は，﹁市町村とも連携
の上，必要に応じて保護者に対する相談支援を行う等，

必要な関与を継続すること﹂また﹁要対協に登録され
ている支援対象児童等，配慮の必要な子どもに対して
は，保育所等において，定期的に（支援対象児童につ
いては概ね週１回以上）の状況を確認﹂することとし
た。

また，４月27日付けで厚生労働省は，﹁子どもの見
守り強化アクションプラン﹂を実施し，さまざまな地
域ネットワークを総動員して，支援ニーズの高い子ど
も等を定期的に見守る体制を確保し，児童虐待の早期
発見・早期対応につなげるように地方自治体に求めた。
図２は要対協を中核とする﹁子どもの見守り強化ア

クションプラン﹂（以下，アクションプラン）のイメー
ジ図である。

では，実際の現場はこのアクションプランをどのよ
うに実行していったのであろうか？コロナウイルスは
誰もが感染のリスクを負っている。そのため，子ども
に直接関わる現場からは，自分がかかるかもしれない，
自分が子どもに感染させるかもしれないという中で子
どもに接することの不安の声を多く聞いた。また，自
治体においては，感染を避けるために分散勤務を行っ
ているところも多く，少ない職員体制，人との接触を
避けることが求められる中での実務者会議の開催や家
庭訪問の実施の困難さ等，アクションプランを実際に

図１　社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会�市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向
けたワーキンググループ（第２回）資料「市町村・都道府県における子ども家庭総合支援体制の整備に関する取組
状況について」
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進めていくことの困難さが語られた。他方，この状況
の中でさまざまな工夫やここから得られた新たな気づ
きを語ってくれる現場もあった。

ここでは，その中から，要対協の調整機関・子ども
の相談機関として大阪府枚方市の子どもの育ち見守り
センター，子どもが所属する機関として大阪市浪速区
の大国保育園の実践を紹介する（以下は，５月の自粛
要請中の状況である）。

Ⅳ．枚方市子どもの育ち見守りセンターの取り組み

大阪府枚方市は人口約40万人，児童人口約６万２千
人の中核都市である。子どもの育ち見守りセンター（愛
称：となとな）は，子どもに寄り添い支えるソーシャ
ルワークの拠点として，ソーシャルワーカー（社会福
祉士，精神保健福祉士），臨床心理士，保健師，保育
士等多種の専門職を配置し，常勤・非常勤合わせて約
40名の職員が働いている。子ども家庭相談担当課（家
庭児童相談）と見守り支援推進担当課に分かれており，
家庭児童相談グループは，心理や発達相談に応じる相
談担当と地域担当からなり，地域担当は要対協の調整
機関を担っており，子育て短期支援事業（ショートス
テイ）や養育支援訪問事業等の各種サービスの提供も
行っている。地域担当の職員は１～４校を含む中学校
区を担当しており，担当地域の小・中学校，保育所（園）

等と日頃から連絡を取り合っている。学校・保育所（園）
に出向いて児童虐待についての研修やグループワーク
も行っており，現地に出向くことで多くの職員に参加
してもらえている。また，リスクの高い子どもの担当
である大阪府子ども家庭センター（児童相談所）とは，
頻繁にやりとりを行っている。

このような日頃からの顔の見える関係と地域密着の
活動が今回の子どもの見守り活動を実施するうえで役
に立った。第１弾はアクションプランが出される前の
４月に市が担当するリスクが中度以上の要保護児童を
対象に現状確認を行った。第２弾としては，アクショ
ンプランに沿ってすべての要保護児童と特定妊婦を対
象に安全確認を行った。学校・幼稚園・保育所（園）
と連絡を取り合い，所属機関で確認できない場合は，
地域担当が家庭訪問を行った。５月の最初の一週間で
所属機関に対象児童の確認を行い，次の一週間で電話，
もしくは訪問で状況把握を行ってもらい，その翌週に
聴き取った情報をセンター内で管理職がチェックを
し，進行管理も行った。その中で心配な家庭に対して
は地域担当の職員が再度訪問し，関わりを持った。学
校については，登校日等において電話か訪問で現状を
確認し，それでも会えない子どもに対しては，地域担
当が家庭訪問を行った。また子育て世代包括支援セン
ターが担当する在宅の乳幼児のいる家族には，保健師

図２　厚生労働省「子ども見守り強化アクションプラン」
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が家庭訪問を行い，状況を把握した。図３は﹁枚方市
の子ども家庭支援﹂のイメージ図である。

地域担当の職員は普段から担当地域を回っているた
め，対象となる家族とは連絡がとりやすい。虐待通告
が入ったときには，初期の安全確認対応も担っている
が，子どもをたたいてしまった理由を聴くとともに，
地域の支援機関というメリットを活かし，センターが
有するサービスを活用しながら，その家族とつながり
を続けていく。希望があれば，生活保護や市役所の各
種手続きの申請等の同行も行っている。そのため，こ
のコロナウイルスの状況であっても予想していたより
訪問を嫌がられるということは少なかった。訪ねてみ
ると経済面の不安，食事の負担，子どもがずっと家に
いることのストレスを語り出した保護者も多かった。
その場合はショートステイの案内や子ども食堂が開催
できなくなった代わりに行っている宅配弁当を持って
訪問する等，関わりを持つように心がけた。中には怒
鳴られることもあったが，その怒りについて聴いてい
くことで，次第に保護者が不安や怖いという気持ちを
話してくれることもあった。また，ネグレクト傾向と
されていた家庭に訪問してみると保護者が家にいて，
子どもと一緒にお菓子を作っていたこともあった。コ
ロナウイルスの対応をとおして，思いがけない家族の
違う側面や強みを見ることができた。この機会を使っ
て，どのように家族の時間を過ごしているのかを聴き，
その時間の大切さについて保護者と話ができた。

今回，分散勤務により職員数が少ない中で，アクショ
ンプランを進めるために職員たちは走り回った。大変
ではあったが，学校等の関係機関と頻繁に話す機会を
持ったことで，要対協の対象リストに載っている子ど

もの状況をチェックするということを超えて，伴にそ
の子どもと家族がどういう状況にあるのか，どのよう
に支えていけるのかというやりとりを，より詳細に具
体的に行うこともできるようになり，連携を深めるこ
とができた。

また，相談担当の職員は，センターの取り組みの中
で，コロナウイルスに関連する情報をまとめ，﹁子ど
もの心の相談窓口﹂の案内を枚方市のホームページに
掲載した。コロナウイルスに対しての不安に加え，子
どもがずっと家にいることで，きょうだいげんかが絶
えないことや三食を作ることの負担等さまざまな悩み
を聴くことで，最後は落ち着いて電話が終わると，こ
の時期に相談を受けることの大切さを実感した。

Ⅴ．大国保育園の取り組み

大国保育園は，石井十次の精神を受け継ぐ社会福祉
法人石井記念愛染園が運営する，大阪市浪速区にある民
間保育園である。

コロナウイルスの拡大に伴い，大阪市から出された
通知をベースに保護者に説明を行い，家庭で養育する
か，登園を続けるかを選択してもらったが，同時に家
庭の潜在的な保育ニーズが高い家庭ほど休む傾向があ
るため，前もって担当保育士から保育ニーズが高く配
慮が必要な家庭を挙げてもらい，そこを取りこぼさな
いようにした。登園すること自体に不安を感じる保護
者については，まずは休んで落ち着いてもらった。結
局，２/３は自宅保育になり，１/３の子どもたちが登
園をすることになった。

次第に登園している子どもや保護者の間でトラブル
や不安定さが目立つようになってきた。連日のコロナ
ウイルスに関する報道の影響はかなり大きく，保護者
の不安定さを増幅させた。﹁もう保育園に通えないの
か？そうなれば，どうやって生きていけばよいのか？﹂
と何人もの保護者が職員室を訪れるようになった。そ
のため，園長が個別に時間をとって話を聴くことがよ
り多くなった。自分だけで抱えることができず，誰か
にぶつけたい，吐き出したいという思いが見え，過覚
醒状態でピリピリした感じが伝わってきた。保護者自
身が不安定で子どもに目を向けられていない状況にあ
ると，その影響はワンテンポ遅れて子どもに現れてく
る感じを受ける。そのため，問題行動が増えている子
どもについては，職員会議でその子どもの家庭状況も
報告してもらうようにした。子どものためにも保護者

図３　枚方市の子ども家庭支援
（担当課作成　許可を得て筆者改変）
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には安心してもらうことが大切である。時には担任保
育士も入って，保護者の話を聴きながら，保護者の中
で何が起こっているのかを一緒に探っていく。加えて，
不安な中でも保護者が子どものためにうまくやってい
るところをみつけて，保護者に伝えるようにしている。

登園している家庭でもこれほど不安を抱えている。
では在宅で保育をしている家庭はどのような状況なの
かが気にかかるようになった。どう対応したらよいか
を考えているときに，保育士たちから，今だからこそ
家庭訪問をした方がいいのではないかという提案が出
た。具体的にどうしていくかを話し合い，まずは入園
したばかりの０歳，１歳，２歳の乳児をもつ家庭に訪
問することにした。保護者には前もって連絡を入れ，
週に１度定期的に消毒をした絵本を２冊ずつ届けてい
く。感染のリスクを避けるために玄関先で絵本を渡し，
話を聴くことにした。すると保護者から，入園したて
の不安やその他さまざまな心配ごとをたくさん聴いて
帰るという結果になった。

この取り組みから，自宅保育に協力してくださって
いるというだけではなく，この状況だからこそ，家庭
へのアプローチがより大事だと感じ，感染リスクに注
意しながらも登園児が少ない分，保育にあたっていな
い職員がアウトリーチで訪問活動を進めている。今の
状況が落ち着き，登園が再開されたときに，登園でき
なくなる子どもが多数出てくることが予測されるた
め，より家庭とのつながりを大切にしていきたい。

この間，さまざまな背景を抱え，長期欠席で様子が
見えにくい家庭に対して区役所の子育て支援室と一緒
に家庭訪問をして，安全の確認と安心へのアプローチ
を行うことができた。地域には孤立や保護者の精神疾
患など，さまざまな潜在的ニーズのある家庭が存在す
る。そのような家庭にはコロナウイルスの影響はさら
に大きく，一施設だけで行う支援には限界がある。地
域で子どもに関わる関係者・関係機関がお互いの強み
を活かす関係性と公私協働のネットワークで支えてい
くことの重要さを実感している。

Ⅵ．２ヶ所の現場実践をとおして

コロナウイルスによる日常生活の変化や大人たちの
不安な様子から，子どもたちも不安や怖さが湧き上
がってきたであろう。不安や怖さなどを感じたとき，
子どもは保護者に引っ付いてその気持ちを落ち着かせ
てほしいと求めるアタッチメント欲求が活性化する。

しかし，保護者自身が不安と怖れの気持ちで余裕がな
いと子どもを守り，安心させる役割を果たせなくなる。
平素から支援が必要な状況の家庭であれば，それは，
より一層深刻な状況となり得る。

ここでは，２ヶ所の実践現場の取り組みを紹介した。
どちらの現場からも，コロナウイルスによって，多く
の保護者の不安が活性化している様子が語られた。そ
れに対して，２ヶ所に共通するのは，﹁つながり続け
る﹂，﹁顔の見える関係での対話﹂を重視してきたこと
である。どちらも生活の場に赴く﹁アウトリーチ﹂を
重視している。その子どもの実際の生活を知り，ニー
ズをつかんで支援していく。感染防止のため，ソーシャ
ルディスタンスを保つことを求められたが，これは空
間的な距離であり，社会的に孤立することではない。
２ヶ所とも感染リスクには細心の注意を払いながら，
時には弁当を配るとか絵本を届けるなど具体的な支援
をとおして，顔の見える関係をつなげることを心がけ
た。子どもや家族を支援するために必要なことがあれ
ばやってみて，見直していく。既存のものに当てはめ
るだけではなく，﹁生み出していく﹂という現場のエ
ネルギーも感じた。
﹁個別化﹂や﹁強みに注目﹂するという点も共通し

ていた。支援が必要な子どもや家庭という括りではな
く，それぞれの個別性を大切にしている。同じ状況下
でもとらえ方は人によって異なる。また，どんなに大
変な状況であっても﹁強み﹂はある。﹁強み﹂に着目
し，それを対象の保護者に伝えていくことで，﹁強み﹂
をより引き出していくようにしていた。

大人であっても不安が強いときは，誰かにつながっ
て安心したいという欲求が活性化する。その時期は関
係をとる好機ともなる。２ヶ所の実践は怒りやトラブ
ルということをきっかけとしてつながっていた。こう
して，保護者が自分の心の中を整理したり，自分の中
にある力に気づいて，落ち着き，子どもにとっての安
心感の基地になり，子どもの欲求に対応することがで
きると，子どもは安心でき，前に踏み出していけるの
である。２ヶ所の実践はそれを応援したといえる。

Ⅶ．終 わ り に

今回，コロナウイルスによる不安と自粛要請という
制限の中で，当然のように行っていたことの本質を考
える機会を与えられた。限定された状況の中だからこ
そ，何が一番大切なことなのかをみつめることにつな
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がった。
市町村が担う児童虐待ケースの大半は，子どもの養

育に困難を抱える家庭への支援である。要対協の目的
は，﹁地域で支援を要する子どもを見守るネットワー
ク﹂であるが，この﹁見守り﹂という言葉には曖昧さ
がある。子どもと家族が地域で困ったときに話ができ
る人や場所があり，対話する中で子どもや家族のニー
ズが明らかになっていく。公私の関係者や機関が関
わって，家庭が子どもの安心安全の場となり得るよう
に適切な支援を提供し，その効果を家族とともに振り
返っていく。これが﹁見守り﹂の本質ではないだろうか。

﹁見守り﹂は見張りでもなく，見ているだけでもない。
２ヶ所の実践の中にはその本質が見えたように思う。

また２ヶ所の現場がこのように動けたのは，それを
進めるリーダーの存在と実行できる組織体制，組織内
の対話の重視という点が大きいと感じた。体制の整わ
ない中では現場は疲弊し，保護者に寄り添う余裕はな
い。良い実践を行うためには，支援側にも安心感が必
要であることは忘れてはならない。

現在，自粛要請が解除され，学校等も再開し，第二
波に注意を払いながらも，日常生活が戻り始めている。
しかし，今回の限定状況の中で得られた﹁見守り﹂の
本質を今後も大切にし，地域の支援ネットワークにつ
いて考えていきたい。
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